
■道の駅甲斐大和に係る質疑応答           （令和２年９月４日時点） 

№ 質問及び回答（９月４日） 

１ 

Ｑ．指定管理者候補選定基準表の下部に※１と※２が記載されていますが、審

査採点のときは審査項目に変更がありますか。 

また、指定管理料の採点について、提案額によって点数が変わるようです

が、どのような採点となりますか。 

Ａ．既に示している選定基準表のとおり審査項目に加除修正はありません。 

また、指定管理料の配点については、選定基準表の下部の「※１ 採点基

準（配点）」に記載してあるとおり点数が決まっています。指定管理料の配

点は３０点であるため、採点は「特に優れている３０点・優れている２４点・

普通１８点・やや劣る１２点・非常に劣る０点」のいずれかとなりますので、

各委員の審査表へは共通の点数を記入します。 

採点については、選定基準表の審査項目にある計算式で計算し、計算数値

によって次のとおり決定します。 

 

３０点：最低提案額（最低提案額は複数ある場合は全て３０点とします。

また応募が１社のみの場合も同様です。） 

２４点：計算数値が３０未満～２０以上 

１８点：計算数値が２０未満～１０以上 

１２点：計算数値が１０未満～ ０以上 

 ０点：市基準額以下であれば、「非常に劣る」ことはないため０点とは

なりません 

 

例：配点３０＊（市基準額 9,000 千円 - 当該者提案額 8,700 千円） 

       （市基準額 9,000 千円 – 最低提案額 8,400 千円） 

  ＝計算数値（１５．０） ∴採点点数＝１８点 

 


